
の

―

市

域

の

発

展

を

中

心

と

し

て

―

一
九
四
六

（昭
和
二
十

一
）
年
六
月
、
筆
者
は
戦
禍
の
跡
も
ま
だ
生
々
し
い

甲
府
駅
頭
に
降
り
立

っ
た
。
甲
府
は
初
め
て
だ

っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
目
に

付
く
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
何
よ
り
も
驚
い
た
こ
と
は
、
駅
前
の
、ハ
ス
・
タ
ー

ミ
ナ
ル
に
発
着
す
る
バ
ス
の
多
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
を
拠
点
に
県
内
各
地

を
結
が
バ
ス
網
の
四
通
八
達
の
状
況
は
ま
さ
に
壮
観
で
、
文
字
通
り

「
す
べ
て

の
道
は
甲
府
に
通
ず
」
の
観
が
あ

っ
た
。
今
ま
で
他
で
見
た
こ
と
の
な
い
光
景

で
あ
り
、
政
治

・
経
済

。
社
会

・
文
化
、
す
べ
て
の
面
で
甲
府
市
が
山
梨
県
の

唯

一
の
中
心
都
市
で
あ
る
事
実
を
改
め
て
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
甲
府

市
が
本
年
七
月
、
市
制
施
行
満
百
年
を
迎
え
た
の
で
、
こ
の
機
会
に
甲
府
の
町

の
生
立
や
そ
の
後
の
発
展
の
概
略
を
、

「
甲
府
」
の
地
域
的
広
が
り
を
中
心
に

述
べ
て
見
た
い
。

甲
府
市
域
に
は
古
く
か
ら
人
々
が
住
ん
だ
が
、

「
甲
府
」
の
地
名
が
生
れ
る

の
は
、
武
田
信
虎
が
永
正
十
六
年

（
一
五

一
九
）
に
居
館
を
石
和

（館
跡
は
甲

府
市
川
田
町
）
か
ら
瑯
燭
ケ
崎
の
地

（甲
府
市
古
府
中
町
）
に
移
し
、
こ
こ
を

領
国
経
営
の
根
拠
地
と
し
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
間
の
経
緯
は

『
高
白
斎
記
』

が
、

「
同
月
十
五
日
、
新
府
中
御
鍬
立
テ
初

ム
、
同
十
六
日
、
信
虎
公
御
見
分
、

貝

正

同
十
二
月
十
日
庚
辰
信
虎
公
府
中
江
御
屋
移
り
」
と
簡
明
に
叙
述
し
、

『
勝
山

記
』
も
こ
の
年
の
条
に

「
甲
州
府
中

二
一
国
大
人
様
ヲ
集
り
居
結
レ
、
上
様

モ

極
月
移
り
御
座
シ
テ
、
御
台
様

モ
極
月
御
移
」
と
述
べ
る
通
り
で
あ
る

（
『
甲

府
市
史
』
史
料
編

一
、
え
料
二

一
六
）
。
「
府
中
」
の
語
は
、　
一
般
的
に
は
古

代
に
国
府
が
置
か
れ
た
地
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
中
世
に
お
け
る

守
護
の
治
所
の
意
味
で
あ
る
。

「
新
府
中
」
と
あ
る
か
ら
、
石
和
時
代
に
府
中

の
語
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

「
甲
府
」
は

「
甲

斐
府
中
」

（甲
州
府
中
）
の
略
で
、
駿
府

・
防
府
等
と
同
じ
用
例
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
は
駿
府
の
例
に
な
ら

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
高
白
斎
記
』
に
は

早
く
も
翌
十
七
年
の
条
に
こ
の
名
が
現
れ
る
が

（同
史
料
二

一
七
）
、
確
実
な

史
料
と
し
て
は
、
信
虎
の
駿
河
退
隠
直
後
、
天
文
十
年

（
一
五
四

一
）
九
月
二

十
三
日
付
の
今
川
義
元
の
武
田
晴
信
宛
書
状
の
宛
名
に

「
甲
府
江
参
」
と
あ
る

の
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う

（同
史
料
二
六
〇
）
。
他
国
か
ら
も

「
甲
府
」
の

名
が
認
知
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
信
虎
は
移
館
の
翌
年
、
積
翠
寺
丸
山

に
要
害
城
を
築
い
て
防
禦
施
設
と
し
た
。
城
下
町
の
建
設
も
ま
た
信
虎
に
よ

っ

て
着
手
さ
れ
た
。
戦
国
期
の
甲
府
城
下
町
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
二
号
に
飯
沼
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賢
司
氏
に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
を
批
判
し
た
な
か
ざ
わ

ｏ
し
ん
き

ち
氏
の
論
考
が
第
二
号
に
載

っ
て
い
る
の
で
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
う
し
て
甲
府
は
、
武
田
信
虎

・
晴
信

（信
玄
）

・
勝
頼
三
代
の
治
所
と
し

て
栄
え
た
が
、
天
正
九
年

（
一
五
八

一
）
暮
れ
に
勝
頼
が
新
府
城

（韮
崎
市
）

に
移

っ
た
た
め
、　
一
時
廃
棄
さ
れ
た
。
し
か
し
翌
年
三
月
に
武
四
氏
が
滅
亡
す

る
と
、
徳
川
家
康
は
領
国
支
配
の
中
心
地
と
し
て
甲
府
を
選
び
、
新
城
の
位
置

を

一
条
小
山
と
決
定
し
、
城
代
平
岩
親
吉
に
命
じ
て
構
築
に
着
手
さ
せ
た
。
こ

こ
は
独
立
の
小
丘
陵
で
平
地
に
囲
ま
れ
、
ま
た
西
方
に
荒
川
の
流
れ
を
控
え
、

時
代
の
要
請
で
あ
る
居
館
と
政
庁
と
要
塞
の
機
能
を
併
せ
も

つ
平
山
城
を
築
く

に
は
最
適
の
地
で
あ

っ
た
。
家
康
が
山
に
近
く
て
狭
除
な
郵
瞬
ケ
崎
を
捨
て
て
、

一
条
小
山
を
取

っ
た
の
は
賢
明
な
選
択
で
あ

っ
た
。
し
か
し
工
事
は
中
断
さ
れ
、

天
二
十
八
年

（
一
五
九
〇
）
の
家
康
の
関
東
移
封
後
入
部
し
た
豊
臣
方
の
加
藤

光
泰
、
浅
野
長
政

・
幸
長
父
子
ら
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
城
郭
も
ほ
ぼ
完
成
し
、

城
下
町
も
整
備
さ
れ
た
。
武
田
時
代
の
城
下
町
が
、　
一
条
小
山
に
あ

っ
た

一
連

寺
と
そ
の
西
に
あ

っ
た
か
と
推
定
さ
れ
る
長
延
寺

（光
沢
寺
）
を
南
限
と
す
る

の
に
対
し
、
新
し
い
甲
府
は
こ
こ
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
新
城
下
町

の
基
本
プ
ラ
ン
は

「内
城
」

（甲
府
城
）
を
中
核
と
し
、
そ
の
外
側
に

「内
郭
」
、

そ
の
ま
た
外
側
に

「
外
郭
」
を
置
い
て
堀
に
よ
っ
て
区
画
し
た
も
の
で
、

「
外

郭
」
と
堀
の
外
側
の

「
郭
外
」
の
町
々
と
が
い
わ
ゆ
る
市
街
地
で
町
人
の
居
住

地
で
あ

っ
た
。
下
府
中
と
上
府
中
の
南
北
二
区
か
ら
成
り
、
上
府
中
は
武
田
時

代
の
城
下
の
南
半
分
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
武
田
館
跡
を
含
む
北
半
分

は

「古
府
中
村
」
と
し
て
城
下
の
外
に
置
か
れ
た
。
な
お
上
府
中
は
二
十
六
町
、

下
府
中
は
二
十
三
町
で
あ

っ
た
が
、
人
口
は
圧
倒
的
に
下
府
中
が
多
か
っ
た
。

新
城
下
町
の
南
限
が
、
こ
こ
で
も
築
城
の
際
現
在
地
に
移
さ
れ
た

一
連
寺
と
光

沢
寺
で
あ

っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

城
下
町
甲
府
は
、
明
治
維
新
後
新
生
山
梨
県
の
県
都
に
生
れ
変
る
こ
と
に
な

る
が
、
こ
の
間
明
治
二
年

（
一
八
六
九
）
七
月
二
十
八
日
、
甲
斐
府
は
甲
府
県

と
改
称
さ
れ
、
同
四
年
十

一
月
二
十
日
に
山
梨
県
が
誕
生
す
る
ま
で
、

「
甲
府
」

が
県
名
に
使
用
さ
れ
る
時
期
が
あ

っ
た
。　
一
八
七
八

（
明
治
十

一
）
年
、
郡
区

町
村
編
制
法
に
基
づ
き
、
旧
四
郡
を
分
け
て
九
郡
と
し
た
が
、
甲
府
五
十
九
町

と
周
辺
十
五
村
を
も

っ
て
西
山
梨
郡
を
建
て
、
郡
役
所
を
甲
府
常
盤
町
に
置
い

た
。
常
盤
町
は
旧
幕
時
代
の

「
内
郭
」
を
市
街
地
と
し
た
際
に
生
れ
た
十
二
の

町
の
一
つ
で
あ
る
。

一
八
八
九

（
明
治
二
十
二
）
年
七
月

一
日
、
前
年
公
布
さ
れ
た
市
町
村
制
に

基
づ
き
、
甲
府
総
町

。
上
府
中
総
町

・
西
山
梨
郡
飯
沼
村

・
稲
門
村
が
合
併
し

て
甲
府
市
が
誕
生
し
た
。
戸
数
六
八
五
五
戸
、
人
口
三
万

一
一
二
八
人
で
あ

っ

た
。
飯
沼

・
稲
門
両
村
に
は
、
近
世
正
式
な
町
数
に
は
加
え
な
い
が
、
武
家
屋

敷
や
与
力

・
足
軽
ら
の
組
屋
敷
が
置
か
れ
て
で
き
た
町
や
寺
の
地
内
町
、
そ
れ

に
甲
府
と

一
体
化
し
つ
つ
あ

っ
た
周
辺
の
村
々
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
以
後

ほ
ば
半
世
紀
間
、
甲
府
市
域
に
変
化
は
な
く
、
甲
府
市
は
専
ら
都
市
形
態
の
整

備
に
努
め
た
。
ま
た

一
九
五

一

（昭
和
二
十
六
）
年
に
富
士
吉
田
市
が
誕
生
す

る
ま
で
六
十
余
年
間
、
甲
府
は
県
下
唯

一
の
市
で
あ

っ
た
。

一
九
二
七

（昭
和
十
二
）
年
か
ら
二
十
年
足
ら
ず
の
間
に
、
甲
府
市
域
は
飛

躍
的
に
拡
大
し
た
。
こ
の
年
八
月

一
日
、
西
山
梨
郡
里
垣
村

・
相
川
村

。
中
巨

摩
郡
国
母
村

・
貢
川
村
を
合
併
し
た
が
、
相
川
村
に
は
旧
古
府
中
村
が
含
ま
れ

て
お
り
、

「
甲
府
」
発
祥
の
地
が
よ
う
や
く
甲
府
市
域
に
編
入
さ
れ
た
。
次
い

で
五
年
後
の
一
九
四
二
年
四
月

一
日
、
西
山
梨
郡
千
塚

。
大
宮
両
村
を
合
併
し

た
。　
一
九
四
五

（昭
和
二
十
）
年
七
月
六
日
夜
半
か
ら
七
日
未
明
に
か
け
て
の

ア
メ
リ
カ
空
軍
に
よ
る
空
襲
に
よ

っ
て
、
甲
府
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
が
、

戦
後
の
十
年
間
は
戦
災
復
興
と
都
市
化
促
進

の
時
代
で
あ

っ
た
。　
一
九
四
九
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（昭
和
二
十
四
）
年
十
二
月

一
日
と
、　
一
九
五
四
年
十
月
十
七
日
と
、
二
度
に

わ
た

っ
て
西
山
梨
郡
の
全
域
と
中
巨
摩
郡
の
一
部
と
を
合
併
し
、
ほ
ば
今
日
の

市
域
が
定
ま

っ
た
。
こ
れ
以
後
三
十
余
年
間
、
隣
接
町
村
と
の
一
部
境
界
の
変

更
は
あ

っ
た
が
、
合
併
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
間
専
ら
市
民
の
生
活
基
盤

の
拡
充
整
備
、
都
市
機
能
の
活
性
化
、
市
民

一
人

一
人
の
福
祉
の
向
上
等
の
施

策
が
打
ち
出
さ
れ
て
き
た
。
隣
接
町
村
を
合
併
し
な
く
て
も
、
共
同
で
施
策
す

る
分
野
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
。
市
民
と
し
て
の
意
識
も
、
境
界
を
越
え

て

一
体
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
全
国
の
都
市
を
襲

っ

た
地
名
変
更

の
嵐
の
中
で
、
甲
府
市
も
城
下
町
特
有
の
懐
し
い
町
名
や
、
元
字

の
つ
く
武
田
時
代
の
名
残
の
町
名
の
ほ
と
ん
ど
を
失

っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
不
幸
な
後
半
生
の
故
に
、
甲
府
開
創
の
恩
人
と
し
て
の
信
虎
の
功
績

が
、
余
り
市
民
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
、
市
民
の

一
人
と
し
て
、
ま

た
歴
史
を
学
が
者
と
し
て
責
任
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
甲
府
開
創
四
五
〇
年

記
念

（
一
九
六
九
年
）
も
、
没
後
四
〇
〇
年
記
念

（
一
九
七
四
年
）
も
空
し
く

過
ぎ
て
し
ま

っ
た
が
、
せ
め
て
生
誕
五
〇
〇
年
を
迎
え
る

一
九
九
四
年
に
は
何

ら
か
の
記
念
行
事
が
あ

っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
信
虎
の
甲
府
移
館
前
の
館
跡
も

現
在
は
甲
府
市
域
内
で
あ
る
。

山
梨
県
に
は
現
在
七
市
あ
る
が
、
政
治

ｏ
経
済

・
社
会

・
文
化
、
い
ず
れ
の

面
か
ら
見
て
も
、
県
都
甲
府
市

へ
の
集
中
度
は
今
日
も
極
め
て
高
く
、
依
然
と

し
て

「
す
べ
て
の
道
は
甲
府
に
通
ず
」
の
状
況
で
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
ぼ
同
規
模

の
他
の
県
庁
所
在
都
市
に
は
余
り
多
く
見
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け

に
甲
府
市
の
使
命
や
責
務
は
極
め
て
大
き
い
。
文
化
の
面
に
つ
い
て
い
え
ば
、

市
制
百
周
年
記
念
と
し
て
開
始
さ
れ
た
市
史
編
さ
ん
事
業
も
、
予
定
の
十
五
巻

中
現
在
す
で
に
入
巻
を
刊
行
し
、
数
年
後
に
は
事
業
を
完
了
す
る
見
通
し
と
な

っ

た
。
そ
の
あ
と
、
甲
府
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
維
持
発
展
さ
せ
て
行
く
か
、
文

化
都
市
甲
府
の
未
来
像
に
つ
い
て
、
青
写
真
を
描
く
べ
き
時
期
に
至

っ
て
い
る

と
思
う
。

〔註
〕

年
代
表
記
は
、
旧
暦
時
代
は
年
号
を
主
、
西
暦
を
従
と
し
、
新
暦
時
代
は
西

暦
を
主
、
年
号
を
従
と
し
た
。

（市
史
編
さ
ん
委
員
長
）
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